
平成 30 年度 低公害車導入のための支援制度（愛知県及び県内市町村） 

 

１ 低公害車に対する補助制度 

（注）補助金の詳細については、各自治体窓口にお問合せください。 

 名称 対象者 対象車両 補助額 問合せ先 

愛
知
県 

低公害車導入

促進費補助金  
法人 

優良ハイブリッドトラック・バス 

CNG トラック・バス 
通常車両価格との差額の 1/3 以内 

環境部 

地球温暖化対策課 

052-954-6217 

電気自動車 
一充電走行距離（km） 

×1 千円/kｍ以内 

プラグインハイブリッド自動車 20 万円以内 

燃料電池自動車 通常車両価格との差額の 1/5 以内 

名
古
屋
市 

最新規制適合

自 動 車 

代替促進事業  

法人 

次のいずれかに当てはまる 

貨物・乗合自動車※1 

 

・天然ガス自動車 

・電気自動車 

・軽油、ガソリン又は LP ガス 

を燃料とする自動車 

（ハイブリッド自動車を含む。）で、 

最新規制排出ガス（NOx・PM）

基準に適合したもの 

小型貨物自動車：30 万円 

中型貨物自動車：40 万円 

大型貨物自動車：50 万円 

乗合自動車：35 万円 

 

※旧車の名義変更をもっ

て廃車に代える場合は

20 万円減額 

環境局 

大気環境対策課 

052-972-2682 

豊
橋
市 

次世代自動車等 

購 入 補 助 金  

個人 

法人 

電気自動車 上限 6万円 

環境部 

温暖化対策推進室 

0532-51-2419 

プラグインハイブリッド自動車 上限 3万円 

燃料電池自動車 上限 20 万円 

電動バイク 上限 3万円 

岡
崎
市 

次世代自動車  

購入費補助金 

個人 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車 
上限 5万円 

環境部 

環境政策課 

0564-23-6685 

燃料電池自動車 上限 20 万円 

法人 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車 
上限 5万円 

燃料電池自動車 上限 10 万円 

豊
川
市 

クリーンエネルギー 

自動車購入費補助制度 
個人 

電気自動車 上限７万円 
環境部 

環境課 

0533-89-2141 

プラグインハイブリッド自動車 上限 4万円 

燃料電池自動車 上限 20 万円 

  ※１ 車齢 8年超の貨物・乗合自動車の買い換えを行う場合に限る 
国の補助金交付申請受付期間は、当該補助対象車両の補助金交付申請受付休止 

新城市、稲沢市については 
平成 30 年度から廃止 

参考２ 



 名称 対象者 対象車両 補助額 問合わせ先 

刈
谷
市 

個人用低公害

車購入費補助

制度 

個人 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車  
上限 30 万円 

産業環境部 

環境推進課 

0566-62-1017 

燃料電池自動車 上限 50 万円 

天然ガス自動車、ハイブリッド自動車 5 万円 

超小型電気自動車 上限 7万円 

事業用低公害

車購入費補助

制度 

法人 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車  
15 万円 

燃料電池自動車 上限 40 万円 

天然ガス自動車、ハイブリッド自動車  5 万円 

超小型電気自動車 上限 7万円 

豊
田
市 

エコファミリー 

支 援 補 助 金 
個人 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車 
上限 15 万円※2 

環境部 

環境政策課 

0565-34-6650 

燃料電池自動車 上限 33.5 万円※3 

超小型電気自動車 上限 3.5 万円 

事 業 者 向 け  

次世代自動車

普及促進事業

補 助 金 

法人 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車 
上限 15 万円※2 

燃料電池自動車 上限 15 万円※3 

安
城
市 

次世代自動車  

購入費補助金  

個人 

法人 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車 
5 万円 

環境部 

環境都市推進課 

0566-71-2206 
燃料電池自動車 30 万円 

超小型電気自動車 5 万円 

西
尾
市 

低公害車普及

促進事業補助金 

個人 

法人 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車 
5 万円 環境部 

環境保全課 

0563-34-8111 燃料電池自動車 20 万円 

知
立
市 

次世代自動車

購入費補助事

業 

個人 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車 
8 万円※4 市民部 

環境課 

0566-95-0154 燃料電池自動車 30 万円※4 

み
よ
し
市 

エコエネルギー

促進事業補助金 
個人 

電気自動車

プラグインハイブリッド自動車 
上限 15 万円 

環境経済部 

環境課 

0561-32-8018 

燃料電池自動車 上限 35 万円 

超小型電気自動車 上限 5万円 

幸
田
町 

次世代自動車 

購入に対する補助制度 

個人 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車 
上限 10 万円 

環境経済部 

環境課 

0564-63-5146 

燃料電池自動車 上限 30 万円 

法人 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車 
上限 5万円 

燃料電池自動車 上限 15 万円 

 

 

 

※２ 充電設備、外部給電設備･機能を設置の場合上乗せ各 5万円 
※３ 外部給電設備を設置の場合上乗せ 5万円 
※４ 充給電設備（V2H）の設置が必要 



２ 自動車用充電設備・充給電設備等に対する補助制度 

（注）補助金の詳細については、各自治体窓口にお問合せください。 

 名称 対象者 対象設備 補助額 問合せ先 

豊
橋
市 

住宅用充電設備等 

導 入 補 助 金  
個人 

充電設備 上限 2万円 
環境部 

温暖化対策推進室 

0532-51-2419 充給電設備 上限 10 万円 

岡
崎
市 

住宅用地球温暖化

対策設備設置費

補 助 金 

個人 充給電設備 上限 5万円 

環境部 

環境政策課 

0564-23-6685 

豊
川
市 

住宅用電気自動車等

充給電設備設置費 

補 助 制 度 

個人 充給電設備 上限 2万 5千円 

環境部 

環境課 

0533-89-2141 

碧
南
市 

スマートハウス 

設備設置費補助制度 
個人 充給電設備 5 万円 

経済環境部  

環境課 

0566-41-3311 

刈
谷
市 

住宅用地球温暖化

対策設備設置費

補 助 制 度 

個人 充給電設備 上限 5万円 

産業環境部 

環境推進課 

0566-62-1017 

安
城
市 

スマートハウス

普及促進補助金 
個人 充給電設備 上限 5万円 

環境部 

環境都市推進課 

0566-71-2206 

西
尾
市 

住宅用地球温暖化

対策設備導入費

補 助 金 

個人 充給電設備 5 万円 

環境部 

環境保全課 

0563-34-8111 

蒲
郡
市 

地球温暖化対策

設 備 導 入 費

補 助 金 

個人 充給電設備 上限 2万 5千円 

産業環境部 

環境清掃課 

0533-57-4100 

犬
山
市 

住宅用地球温暖化

対策設備導入費

補 助 金 

個人 充給電設備 上限 5万円 

経済環境部 

環境課 

0568-44-0345 

江
南
市 

住宅用地球温暖化

対策設備設置費

補 助 金 

個人 充給電設備 5 万円 

生活産業部 

環境課 

0587-54-1111 

知
立
市 

住宅用電気自動車等

充給電システム

設置補助事業  

個人 充給電設備 10 万円 

市民部 

環境課 

0566-95-0154 

尾
張
旭
市 

住宅用地球温暖化対策

設備設置費補助金 
個人 充給電設備 上限 5万円 

市民生活部 

環境課 

0561-76-8134 

日
進
市 

地球温暖化対策機器 

設置費補助事業 
個人 充給電設備 5 万円 

市民生活部 

環境課 

0561-73-2896 

清
須
市 

住宅用地球温暖化

対策設備設置費

補 助 金 

個人 充給電設備 2 万 5千円 

市民環境部 

生活環境課 

052-400-2911 

み
よ
し
市 

エコエネルギー

促進事業補助金 
個人 充給電設備 上限 5万円 

環境経済部 

環境課 

0561-32-8018 

※

※

※

※

※

※については 
平成 30 年度から新設 



 名称 対象者 対象設備 補助額 問合せ先 

長
久
手
市 

住宅用地球温暖化

対策設備導入促進費

補 助 金 

個人 充給電設備 5 万円 

くらし文化部 

環境課 

0561-56-0612 

東
郷
町 

地球温暖化対策設備

導入促進費補助金 
個人 充給電設備 上限 5万円 

生活部 

環境課 

0561-56-0729 

○豊田市は低公害車導入の際に充給電設備を導入することで補助額が５万円上乗せされる。 

 

 

３ 自動車用外部給電設備に対する補助制度 

（注）補助金の詳細については、各自治体窓口にお問合せください。 

 名称 対象者 対象設備 補助額 問合せ先 

豊
田
市 

エコファミリー 

支 援 補 助 金  
個人 

ハイブリッド自動車用 

外部給電設備 

上限 1万ポイント

※とよたエコポイントで交付 

※1 ポイント＝1 円相当 

環境部 

環境政策課 

0565-34-6650 

み
よ
し
市 

エコエネルギー

促進事業補助金 
個人 

低公害車用 

外部給電設備 
上限 1万円 

環境経済部 

環境課 

0561-32-8018 

 

 

４ 税制特例措置 

（注）税制度の詳細については、各自治体窓口にお問合せください。 

 税目 対象者 税制特例対象 措置内容 問合せ先 

愛

知

県 

自動車税 納税義務者 

H29.4.1 から H31.3.31 までに 

新車新規登録を受けた 

電気自動車、 

プラグインハイブリッド自動車、

燃料電池自動車 

新車新規登録を受けた年

度の月割分及び翌年度か

ら 5年分を全額免除 

環境部 

地球温暖化対策課 

052-954-6217 

豊

田

市 

軽自動車税 納税義務者 

H29.4.1 から H31.3.31 までに 

新車新規登録を受けた 

電気のみを動力源とする

軽自動車 

新車新規登録を受けた後、

初めて課税される年度か

ら 3年分を全額免除 

市民部 

資産税課 

0565-34-6613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※


